
「化学物質等安全データシート」

(MSDS)における漆の標記に関して

　「化学物資等安全データシート」(MSDS)とは、事業者が化学物質や製品を

　他の事業者に出荷する際に、その相手方に対して、その化学物資に関する

　情報を提供するためのものです。

　

　この制度は、平成１１年７月に制定された「特定化学物資の環境への排出

　量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質管理促進法また

　は PRTR 法)に基づき、平成１３年１月１日から実施されました。

　MSDS 制度の対象となる化学物資は、法律上「第一種指定化学物資」及び

　「第二種指定化学物資」として定義されており、具体的な物資としては、

　人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存

　在する又は将来的に広く存在する可能性があると認められる物資として、

　政令で計４３５物質が指定されています。

　この４３５物質の中には、自然塗料としての漆は、指定されておりません。

　つきましては、弊社の塗料及び塗装に関しまして「漆」の部分の MSDS は、

　混入のみの記載とさせて頂き、「漆」単体の MSDS は添付いたしませんので

　よろしくご理解、ご了承を賜りますようお願い申し上げます。
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